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「みなかみ社協ケアプランセンター」重要事項説明書 

 

社会福祉法人 みなかみ町社会福祉協議会 

      みなかみ社協ケアプランセンター 

令和８年４月１日現在 

 

 

 

 

 

当事業所はご契約者に対して居宅介護支援サービスを提供します。事業所の概要や提供

されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 

 

※当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要介護」と認定された方が

対象となります。要介護認定を申請中の方でもサービスの利用は可能です。 

 

１．事業者 

（１）法人名          社会福祉法人 みなかみ町社会福祉協議会 

（２）法人所在地     群馬県利根郡みなかみ町月夜野１１８番地 

（３）電話番号       ０２７８－６２―００８１ 

（４）代表者氏名     会長  林  耕 平 

（５）設立年月       平成１７年１０月３日 

 

２．事業所の概要 

（１）事業所の概要 

① 種類   指定居宅介護支援事業所 

② 名称   みなかみ社協ケアプランセンター 

③ 目的   当居宅介護支援事業所の行う指定居宅介護支援事業の適正な運営を確保す

るために人員及び管理運営に関する事項を定め、当事業所の介護支援専門員

が要介護状態にある高齢者等に対し、適正な指定居宅介護支援を提供します。 

④ 所在地  群馬県利根郡みなかみ町新巻３０１番地１ 

⑤ 電話番号 ０２７８（６４）２３６６ 

⑥ FAX 番号 ０２７８（６４）２３１８ 

⑦ 管理者  林  佐由里 

⑧ 運営方針  当事業所の介護支援専門員は、要介護状態になった場合でも利用者が可能な

限りその居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むこと

ができるよう配慮します。また、利用者の心身の状況、その置かれている環

境等に応じて、複数事業所の紹介や説明をしたうえで利用者の選択に基づき

適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業所から総合的かつ

効率的に提供されるよう配慮するとともに、関係各市町村、地域包括支援セ

ンター・他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努めます。

地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、

当該支援が困難な事例に係る者に指定居宅介護支援を提供します。介護情報

基盤を通じて利用者の医療・介護に関する情報を取得・活用し、より質の高

い居宅サービス計画の作成に努めます。 

当事業所は介護保険の指定を受けています。 

居宅介護支援（群馬県指定 第 1072700667号） 
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⑨ 開設年月日 平成１７年１０月３日 

⑩ 営業日    月曜日～金曜日（１２月２９日～１月３日を除く） 

⑪ 営業時間   午前８時３０分～午後５時３０分 

⑫ 通常の事業の実施地域 みなかみ町全域 

 

３．職員の配置状況 

＜職員の配置状況＞ 

従事者の種類 人数 
区  分 常勤換算 

後の人数 
保有資格 

専従 兼務 

管 理 者 １  １ ０．１ 主任介護支援専門員 

主任介護支援専門員 ２ １ 1 １．９ 主任介護支援専門員 

介護支援専門員 ４ ４  ４．０ 介護支援専門員 

＜職員の勤務体制＞ 

従事者の種類 勤    務    体    制 休暇 

管 理 者 正規の勤務時間帯（8:30～17:３０）常勤で勤務 ４週 8 休 

主任介護支援専門員 正規の勤務時間帯（8:30～17:３０）常勤で勤務 ４週 8 休 

介護支援専門員 正規の勤務時間帯（8:30～17:３０）常勤で勤務 ４週 8 休 

その他の職員   

 

４．サービスの概要と費用 

（１）サービスの概要 

種 類 内     容 提   供   方   法 

申 請 代 行 訪問・来所・電話 申請書類の作成及び提出 

サービス計画 

の 作 成 
利 用 者 宅 訪 問 利用者及び家族の希望等に基づき計画を立案する 

情 報 提 供 訪問・来所・電話 
介護保険サービス内容・利用方法及びその他必要

な情報の提供 

連 絡 調 整 訪問・来所・電話 各関係機関とのサービスについての連絡調整等 

  

（２） サービス費用 

要介護または要支援認定を受けられた方に対するサービスの費用は、介護保険から

全額給付されるので、自己負担はありません。ただし、下記にご留意ください。 

   （介護保険料の滞納等がある場合） 

   保険料の滞納等により保険給付金が当事業所に支払われない場合があります。その

場合はいったん１ヶ月につき決められた金額（下記参照）をお支払いいただきます。        

なお、この場合、当事業所から「サービス提供証明書」を発行しますので、市町村

担当窓口に提出していただきますと全額払い戻しを受けられます。 

 

   居宅介護支援費   １０，８６０円／月 要介護１・２の方 

          １４，１１０円／月 要介護３～５の方 
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    初回加算             ３，０００円／月  
① 新規に居宅サービス計画を作成する場合 
② 要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービ

ス計画を作成する場合 
③ 要介護状態区分が２区分以上変更された場合に居

宅サービス計画を作成する場合 
④ 過去２ヵ月以上に渡って居宅支援サービスの提供

がされておらず、居宅介護支援費が算定されていな
い利用者に対して、居宅サービス計画の作成を行っ
た場合 

 
入院時情報連携加算Ⅰ ２，５００円／月 

    病院又は診療所に入院した日のうちに、当該病院又は 
診療所の職員に対して利用者に関する必要な情報を提 
供した場合（提供方法は問わない） 

 
入院時情報連携加算Ⅱ ２，０００円／月 

    病院又は診療所に入院した日の翌日又は翌々日に、当 
該病院又は診療所の職員に対して利用者に関する必要 
な情報を提供した場合（提供方法は問わない） 

 
退院・退所加算     ４，５００円 (Ⅰ)ｲ（カンファレンス参加無し：連携 1 回） 

６，０００円 (Ⅰ)ﾛ（カンファレンス参加有り：連携 1 回） 
６，０００円 (Ⅱ)ｲ（カンファレンス参加無し：連携 2 回） 
７，５００円 (Ⅱ)ﾛ（カンファレンス参加有り：連携 2 回） 
９，０００円 (Ⅲ) （カンファレンス参加有り：連携 3 回） 
      ※(Ⅲ)うち 1 回以上担当医等との会議に参加 

             退院又は退所にあたって、病院等の職員と面談を行い、 
利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、居宅 
サービス計画を作成し、居宅サービス又は地域密着型 
サービスの利用に関する調整を行った場合（同一利用 
者について、当該居宅サービス及び地域密着型サービ 
スの利用開始月に調整を行う場合に限る） 
（入院又は入所期間中につき 1 回を限度とする） 

※初回加算を算定する場合、退院・退所加算は算定でき 
ない 

   
緊急時等居宅カンファレンス加算  

２，０００円／回 
病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の 
医師又は看護師等と共に利用者の居宅を訪問し、カン 
ファレンスを行い、必要に応じて居宅サービス又は地 
域密着型サービスの利用調整を行った場合 
（月２回を限度） 

 
ターミナルケアマネジメント加算 
           ４，０００円／月 
             在宅で死亡した利用者に対して、終末期の医療やケア 

の方針に関する当該利用者又はその家族の同意を把握 
した上で、その死亡日及び死亡日前１４日以内に２日 
以上、当該利用者又はその家族の同意を得て、当該利 
用者の居宅を訪問し、当該利用者の心身の状況等を記 
録し、主治の医師及び居宅サービス計画に位置付けた 
居宅サービス事業者に提供した場合 
 

通院時情報連携加算    ５００円／月 
                利用者が病院又は診療所において医師又は歯科医師の 

診察を受けるときに介護支援専門員が同席し、医師又 
は歯科医師等に対して当該利用者の心身の状況や生活 
環境等の当該利用者に係る必要な情報の提供を行うと 
ともに、医師又は歯科医師等から当該利用者に関する 
必要な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画に 
記録した場合（1 人につき 1 月 1 回） 

 
特別地域居宅介護支援加算 所定単位数の１５％ 
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特定事業所加算（Ⅱ） ４，２１０円／月 
厚生労働大臣が定める基準に適合し、指定権者へ届出 
済の事業所として加算 

      
      特定事業所医療介護連携加算  

１，２５０円／月 
                特定事業所加算（Ⅰ）～（Ⅲ）のいずれかを取得し、 
                かつ、前々年度の３月から前年度の２月までの間にお 

いて、退院･退所加算の算定に係る医療機関との連携を 
                年間３５回以上行うと共に、前々年度の３月から前年 

度の２月までの間において、ターミナルケアマネジメ 
ント加算を年間１５回以上算定している場合 

 

５．居宅介護支援の提供方法 

利用者から相談を受ける場所は、利用者の居宅もしくは利用者の指定する場所又は事 
業所内の相談室等とします。 
使用する課題分析票の種類は、居宅サービス計画ガイドライン（全社協方式）を基本 

とします。 
サービス担当者会議の開催場所は、可能な限り利用者の居宅とし、その他状況に応じ 

て、院内もしくは施設内又は ICT(テレビ電話装置)活用等適切な場所及び方法での開催と
します。 
当該事業所の介護支援専門員は、居宅サービス計画の実施状況の把握（モニタリング） 

にあたり少なくとも１月に１回利用者の居宅に訪問し、本人との面接の上、実施状況等
を記録に残すものとします。また質の高い公正中立なケアマネジメントとして、以下の
要件のもと他のサービス事業者との連携によるモニタリングが可能となります。 
① 文書により利用者の同意を得ること。 
② サービス担当者会議において以下の条件に、主治医･担当者･その他の関係者の合意

を得ていること。（ⅰ利用者の状態が安定していること／ⅱ利用者がテレビ電話装
置等を介して意思疎通ができること／ⅲテレビ電話装置等では収集できない情報
について、他のサービス事業者との連携により情報を収集すること） 

③ 少なくとも２月に１回は利用者の居宅を訪問すること。 

 

６．居宅介護支援に係る事業所の義務について 

指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利
用者又はその家族に対し、利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場
合には、介護支援専門員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう求めます。 

 
介護支援専門員は、指定居宅サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を受けた

とき、その他必要と認めるときは、利用者の口腔に関する問題、薬剤状況その他の利用
者の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを、利用者及びその家族の
同意を得て主治医の医師、歯科医師又は薬剤師に提供します。 
 
介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの

利用を希望している場合その他必要な場合には、利用者及びその家族の同意を得て主治
の医師又は歯科医師（以下「主治の医師等」という。）の意見を求めます。その場合にお
いて、介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画
を主治の医師等に交付します。 
 
指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、居

宅サービス計画が基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであり、利用者及
びその家族は複数の居宅サービス事業者等を紹介するよう求めること、当該事業所をケ
アプランに位置付けた理由を求めることができます。 
  
指定居宅介護支援事業者は、ケアマネジメントの公正中立の確保を図る観点から、前

「６ヶ月間」に作成したケアプランにおける訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、
福祉用具貸与の各サービスの利用割合や、同一事業所によって提供されたものの割合に
ついて利用者に説明を行うとともに、介護サービス情報公表制度において公表すること
とします。（努力義務） 
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７．秘密の保持と個人情報の使用に関する事項 

（１）利用者及びその家族に関する秘密の保持について 

  ① 事業者は、利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」

及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱

いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 

  ② 事業者及び事業者の使用する者（以下「従業者」という。）は、サービス提供をす

る上で知り得た利用者又はその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしませ

ん。 

③ この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。 

④ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、

従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき

旨を、従業者との雇用契約の内容とします。 

（２）個人情報の使用について 

  ① 利用者又はその家族の個人情報を、利用者のための居宅サービス計画を作成（変更）

する際に実施されるサービス担当者会議の際また関係する事業者、主治医との連絡

調整等において必要な場合に、心身の状況等を含む情報を連携するサービス担当者

間で共有し、利用者が円滑にサービスを利用できることを目的として使用します。 

② 原則として、居宅介護支援事業所、居宅サービス事業者、医療機関など関連のある

担当者間で本契約の期間内で使用します。 

  ③ 個人情報の提供は必要最小限とし、提供にあたっては関係者以外の者に漏れること

のないよう細心の注意を払います。 

 

８．事故発生時の対応について 

  事業所は、サービスの提供に際して事故が発生した場合は、市町村・利用者の家族等

に連絡を行うと共に、その他必要な措置を講じます。 

 

９．虐待の防止について 

事業者は、利用者等の人権の擁護･虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措

置を講じます。 

（１）虐待防止に関する担当者を選定しています。 

虐待に関する担当者 職 管理者   氏名  林  佐由里 

（２）苦情解決体制を整備しています。 

   ・第三者委員会の設置（３名） 

（３）虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業

者に周知徹底を図っています。 

（４）虐待防止のための指針の整備をしています。 

（５）従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を実施しています。 

（６）当事業所従業者または居宅サービス事業者または養護者（現に養護している家族･ 

親族･同居人等）による虐待が疑われる場合には、速やかに、これを市町村に通報しま

す。 

 

 

 

 

 



6 

 

１０．身体拘束の禁止について 

  身体拘束は利用者の生活の自由を制限することであり、事業者及び介護支援専門員は

利用者の尊厳と主体性を尊重するとともに、利用者の身体的･精神的弊害を理解し、利用

者の生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束禁止のため

の措置を講じます。 

（１） 身体拘束禁止及び改善に関する研修を実施しています。 

（２） 緊急やむを得ない場合の対応。 

①  身体拘束選択における「例外３要件」 

ⅰ 切迫性  利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる 

可能性が著しく高いこと。 

ⅱ 非代替性 身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がない 

こと。 

ⅲ 一時性  身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。 

② 利用者及びその家族への説明を行います。 

③ 記録と再検討による禁止の取組を行います。 

 

１１．衛生管理等について 

事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じま

す。 

（１）事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定

期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。 

（２）事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 

（３）従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施

します。 

 

１２．業務継続計画の策定等について 

（１）感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継

続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務

継続計画）を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

（２）従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定

期的に実施します。 

（３）定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行いま

す。 

 

１３．ハラスメント対策について 

（１）事業所は定期的な研修等の実施により職場におけるハラスメント防止に取り組み、

職員が働きやすい環境づくりを目指します。  

（２）利用者及び家族が事業所の職員に対して行う、暴言･暴力･嫌がらせ･誹謗中傷等の迷

惑行為、セクシャルハラスメントなど、次の行為を禁止します。 

① 職員に対する身体的暴力（身体的な力を使って危害を及ぼす行為 等）  

② 職員に対する精神的暴力（人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おと

しめたりする行為 等） 

③ 職員に対するセクシュアルハラスメント（意に添わない性的誘いかけ、好意的態度

の要求等、性的ないやがらせ行為 等） 

これらの行為が認められた場合には複数名での対応やサービス提供方法の見直し等に

ついて相談させていただくことがあります。なお、サービスに関する正当なご意見・ご

要望・苦情につきましては誠意をもって対応いたします。 
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１４．苦情の受付について 

（１）当事業所における苦情の受付 

当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

○苦情受付窓口（担当者） 

    ［職名］ 管理者（主任介護支援専門員） 林  佐由里 

主任介護支援専門員 山 本 智 子 

○受付時間  毎週月曜日～金曜日 

午前８時３０分～午後５時３０分 

○電話番号  ０２７８－６４－２３６６ 

 

 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

みなかみ町役場
町民福祉課 

高齢介護係 

  所在地 利根郡みなかみ町後閑３１８ 

電話番号 ０２７８－６２－２１１１（代表） 

     ０２７８－２５－５０１２（直通） 

受付時間 午前８時３０分～午後５時１５分 

群馬県国民健康
保険団体連合会 

介護保険課苦情
処理相談係 

所在地 前橋市元総社町３３５－８ 

電話番号 ０２７－２９０－１３２３ 

受付時間 午前８時３０分～午後５時１５分 

社会福祉法人 

みなかみ町 

社会福祉協議会 

 

（本所）  所在地 利根郡みなかみ町月夜野１１８ 

電話番号 ０２７８－６２－００８１ 

（水上支所）所在地 利根郡みなかみ町阿能川１０５９－１ 

電話番号 ０２７８－７２－４５２４ 

（新治支所）所在地 利根郡みなかみ町新巻３０１－１ 

電話番号 ０２７８－６４－２３６６ 

受付時間 午前８時３０分～午後５時３０分 

沼 田 市 役 所  
介護高齢課 

介護保険係 

（沼田市内に住
所を有する方） 

（ﾃﾗｽ沼田） 所在地 沼田市下之町８８８ 

      電話番号 ０２７８－２３－２１１１ 

 

 

１５．事業所の２４時間連絡体制について 

緊急時等の連絡は下記の番号で２４時間受け付けます。 

《みなかみ社協ケアプランセンター》  

林 佐由里 ・０８０－７７８３－８６３７  山本智子  ・０８０－７７８３－８６４１ 

村山弘枝 ・０８０－７７８３－８６３５    中島範子 ・０８０－７７８３－８６４２ 

田村奈緒子・０８０－７７８３－８６３４   塩原 民  ・０８０－７７８３－８６４０ 
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令和   年   月   日 

 

指定居宅介護支援サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行い、

同意を得て交付しました。 

 

説明者職名                 氏名              印 

 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の交付と説明を受け、指定居宅介護支援サ

ービスの提供開始及び個人情報について最小限の範囲内で使用することに同意しました。 

 

利用者  住所                                 

                 

     氏名                                        印 

 

利用者本人が自署困難なため、私が署名を代行しました。 

 

代筆者  住所                                 

 

氏名                      続柄          印 

 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の交付と説明を受け、指定居宅介護支援サ

ービスの提供開始及び個人情報について最小限の範囲内で使用することに同意しました。 

代理人（家族等） 

住所                                 

 

氏名                      続柄           印 


